
第１回 農業経営人材の育成に向けた官民協議会 

日時：令和６年６月 26 日（水） 

 13 時 30 分～14 時 30 分 

場所：ビジョンセンター新橋 1702 号室 

議事次第 

１ 開会 

２ 農業経営人材の育成に向けた官民協議会の設置について 

３ 農業経営人材の育成に向けた官民協議会の活動方針について 

４ 意見交換 

５ 閉会



法人・団体名 役　　職 氏　　名

一般社団法人
アグリフューチャージャパン

理事長 合瀬　宏毅

シニアマネージャー 坂之上　幸治

一般社団法人　全国農業会議所 事務局長 植田　智己

経営・人材対策部　部長 黒谷　伸

一般社団法人　全国農業協同組合中央会 常務理事 藤間　則和

営農・担い手支援部長 元広　雅樹

全国農業協同組合連合会 常務理事 日比　健

耕種総合対策部　次長 岩田 和彦

一般社団法人　日本食農連携機構 常務理事 木村　吉弥

参事 平塚　康彦

株式会社　日本政策金融公庫
農林水産事業本部

常務取締役
十亀　幹夫

農林水産事業本部
営業推進部課題解決支援第一 平井　衣里子

公益社団法人　日本農業法人協会 専務理事 紺野　和成

参事 加藤　宏治

特定非営利活動法人
日本プロ農業総合支援機構

常務理事兼事務局長 玉井　比佐夫

上席コンサルタント 髙橋　大樹

国立研究開発法人
農業・食品産業技術総合研究機構

本部　非常勤顧問 梅本　雅

中日本農業研究センター
研究グループ長補佐

澤田  守

全国社会保険労務士会連合会 副会長 寺田　晃

一般社団法人　中小企業診断協会 専務理事 野口　正

日本税理士会連合会
常務理事

中小企業対策部長
大濵　剛

農林水産省　経営局　経営政策課 局    長 村井　正親

課　　長 日向　彰

課長補佐（担い手企画班） 菊池　茂史

経営専門官 原田　隆志

（50音順、敬称略）

第１回　農業経営人材の育成に向けた官民協議会
　参加者名簿



日時：令和６年６月26日（水）
13時30分～14時30分

場所：ビジョンセンター新橋
1702号室

第１回 農業経営人材の育成に向けた官民協議会
座席表
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農業経営人材の育成に向けた官民協議会 設置要領（案） 

 

制定 令和６年６月26日  

  

第１ 名称 

この協議会は、農業経営人材の育成に向けた官民協議会（以下「協議会」という。） 

という。 

 

第２ 目的 

今後、農業者の減少が急速に進むと見込まれる中、地域の農業生産を維持していく

ためには、農業法人等を中心に、離農する経営の受け皿となる経営体や付加価値向上

を目指す経営体の役割が益々重要となる。 

一方で、そうした経営体は、より高度な経営管理能力が求められることから、関係

機関等の連携を通じ、農業者の経営管理能力及び農業者を支援する者の支援能力の向

上を促進することを目的に本協議会を設置する。 

 

第３ 活動内容 

協議会は、前条の目的を達成するため、以下の各号に掲げる活動を行う。 

１ 農業者が行う経営管理能力向上に向けた取組の支援に関すること 

２ 農業参入の促進に関すること 

３ 農業経営の発展を支援する人材の育成・確保に関すること 

４ そのほか目的を達成するために必要なこと 

 

第４ 構成員 

１ 本協議会の構成員は、第２の目的に賛同する関係団体、民間事業者、関係府省庁等 

の代表から構成する。 

２ 構成員は、別紙のとおりとする。 

３ 協議会の構成員として入会しようとする者は、事務局の指定する方法で申し込むこ 

とにより入会することができる。 

４ 構成員は、協議会に届け出ることにより、任意に退会することができる。 

 

第５ 運営 

協議会の運営については、次により行う。 

１ 協議会の下に幹事会を設置する。幹事会の構成員は、必要に応じて追加等の変更を

行うことができるものとする。 

２ 協議会に係る運営事務は、構成員の協力を得て、農林水産省経営局経営政策課が行

う。 

３ 協議会での配布資料、議事概要については、会合後、出席者に確認の上、原則ホー

ムページで公表する（構成員が非公表を求めた場合は非公表とする場合がある。）。 

４ この要領に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、事務局で決定す

る。 

５ 協議会の活動に係る構成員への謝金・交通費は支出しない。 

 

－以上－ 



（別紙） 

構 成 員 名 簿（案） 

令和６年６月 26 日現在 

【農業関係】 

・ 一般社団法人 アグリフューチャージャパン

・ 一般社団法人 全国農業会議所

・ 一般社団法人 全国農業協同組合中央会

・ 全国農業協同組合連合会

・ 一般社団法人 日本食農連携機構

・ 株式会社 日本政策金融公庫

・ 公益社団法人 日本農業法人協会

・ 特定非営利活動法人 日本プロ農業総合支援機構

・ 国立研究開発法人 農業・食品産業技術総合研究機構

【士業関係】 

・ 全国社会保険労務士会連合会

・ 一般社団法人 中小企業診断協会

・ 日本税理士会連合会

（50 音順） 

【行政機関】 

・農林水産省経営局経営政策課 （※事務局）




